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事前にいただいたご意見・ご質問等

1

物流2法改正による具体的な規制内容・影響

運送事業者 兼 元請トラック運送事業者の皆様から

• 具体的な労働時間管理の事例を教えてほしい。実運送事業者管理簿の事例紹介してほしい。

運送事業者の皆様から

• ２次請以内に制限する努力義務について、どのように確認体制をしていくのか気になります。

発荷主 兼 着荷主の皆様から

• とくに、特定荷主の条件・待機、積込時間の具体的な削減時間 など。
• 「第一種荷主（主に発荷主）」、「第二種荷主（主に着荷主）」に分けてのカウントが難しく、自
社が「特定荷主」該当するのかどうか･･不安な状況です。

その他の皆様から

• 「初めて荷待ち料を貰った」という事業者さまがいまして、荷待ち料自体を初めて知ったようでした。適
性運賃の周知だけでなく、「料金」についても周知をお願いします。

【質問】適性化努力義務について、荷待ち時間を2時間以内に抑えることは存じていますが、例え
ば恒常的に4時間待たせることになっている場合で都度適正な荷待ち料金を支払うことは、ト
ラックGメンの行政指導に対し何らかの抗弁効果があるのでしょうか？
【質問：倉庫事業者から】荷主が荷積荷卸しする場合で、それでも荷待ち料は発生し支払わな
ければならないのでしょうか？ 逆にこちらは荷積み荷卸し料を請求できるのでしょうか？



事前にいただいたご意見・ご質問等

2

中小受託取引適正化法（取適法（旧下請法））について

運送事業者の皆様から

• 運送企業は、資本金・従業員数が小規模が多く、再委託の場合、両者が小規模だった場合ど
のようになるか。その中で、60日以内の支払いが優先事項が高かった場合について。月末締ー
翌々月末払い などが多いと思われますが、月末締ー翌月末払い においても、60日を超えることも
想定される。
例えば20日締ー翌月末払い・月末締ー翌月20日払いなどになる。ここらについても、社歴が長い

場合などは、前者の傾向が多いと思われます。明確な支払（決済）についての情報発信を希望
するとともに、具体例なども提示も希望します。

倉庫事業者の皆様から

• 取適法1月～の状況をご教授いただきたいです。

その他の皆様から

• 荷受け側として適正な査定を行える様に基準を知りたい。

荷主・消費者の行動変容

運送事業者 兼 発荷主の皆様から

• 取適法施行により、大手小売事業者に見られる具体的な反応（対応）とは？



事前にいただいたご意見・ご質問等

3

商慣行の見直しについて

元請トラック運送事業者の皆様から

• 商慣行の見直しに関して荷主企業の取組について。

利用運送事業者 兼 倉庫事業者の皆様から

• 着荷主側でのリクエストにより、ドライバーがフォーク荷役として利用される際、万が一の破損や事故
が起きた際の①責任の所在②破損時の弁金を輸送業者（弱い立場のもの）が負担させられてい
る現状はおかしくないか？

発荷主の皆様から

• 正しい商慣行とは？いかがでしょうか？

倉庫事業者の皆様から

• 商慣行の見直しについて他社の具体的な活動内容を教えてください。

物流ＤＸ（デジタル化、機械化・自動化）

運送事業者 兼 発荷主の皆様から

• 取適法施行により、今後導入拡大が見込まれる物流ＤＸの例は？

発荷主 兼 着荷主の皆様から

• 工場建屋間のマテハン自動搬送の事例があればご紹介を頂ければと（できる限り輸送重量が大き
いもの）。



事前にいただいたご意見・ご質問等

4

利用運送事業者について

利用運送事業者の皆様から

• 貨物利用運送事業者の場合も、一定規模以上で特定事業者に指定された場合、中長期計画
の作成や物流統括管理者の選任が必要ですか？「荷主」に対してのみという解釈で良いか。

• 書面の交付について、貨物利用運送事業者が荷主と実運送事業者の間に入る場合、荷主との
間で法12条の規定（相互に交付）は、荷主と実運送事業者双方と相互に交付する必要があ
るのか、それとも、相互交付は荷主との間だけで、実運送事業者とは法第24条の規定（実運送
事業者への交付のみ）でよいのか教えて下さい。

• 実運送体制管理簿について、4月より貨物利用運送事業者も作成主体となりますが、運送依頼を
受けた実運送事業者は、利用運送事業者から請負階層の通知を受けないと、再委託する場合の
請負階層の通知ができなくなると思うのですが、元請けから委託するものはすべて一次委託先である
と解釈し、再委託する場合の委託先実運送事業者は自動的に2次委託として通知すればよいとい
うことでしょうか。同第3項の但し書きにより、通知されないことで請負階層が記載されなかった場合、
元請けが行政処分を受ける可能性があることを考えると心配です。

• 「長時間の荷待ち」の基準について、目安箱の例には「1時間以上の荷待ち」が挙げられている。
「2時間以上の荷待ち」という表現もあるが、働きかけや要請を行う基準としてはどちらが正しいか

利用運送事業者 兼 倉庫事業者の皆様から

• 実運送体制管理簿について、真荷主と直接取引しているケースと、間に同業者（貨物利用運送
事業者・貨物自動車運送事業者）が入っているケースがあります。４月以降、当社が実運送体
制管理簿を作成するのは前者のみとの認識で合っていますでしょうか。



事前にいただいたご意見・ご質問等

5

トラックＧメンの具体的な活動内容

運送事業者の皆様から

• 活動内容（事例）。

発荷主の皆様から

• 物流Ｇメンの最新情報が知りたい。
• 荷主側の担当者は日々の業務に追われている傾向だったりするため、物流業界に関して少しでも情

報収集したいです。特に情報が入手しにくいトラックＧメンの活動内容は、気を付けていく項目が
多々あると思いますので今後も情報提供をお願いしたいです。

適正運賃収受（運賃交渉）

運送事業者の皆様から

• 他社交渉状況。

発荷主の皆様から

• トラック新法で適正運賃を検討しているとのことですが、現行運賃より大幅アップが見込まれます。
運転手の賃金アップは理解できるのですが、運賃アップのかなり部分は製品価格に転嫁され、物
価の大幅な上昇が見込まれます。現在の高市内閣の方針である物価の抑制と矛盾しませんか？
物価の上昇についての国民への説明はどうなっているのでしょうか？



事前にいただいたご意見・ご質問等

6

標準的運賃、標準運送約款

発荷主 兼 着荷主の皆様から

• 現在は｢運送費一式｣の様な形で見積～単価契約～継続取引としていますが､今後は見積の中
身を細分化し明細毎に費用設定する形が良いでしょうか｡ またその際に使用する契約書のひな型
又は推奨される定型文とかは有るのでしょうか｡

• 輸送費の価格レベルについてですが、世間一般的にはどの程度（令和6年標準運賃対比で）の
レベルなのか参考までにお伺いできればと思っております。

トラック運送安全に行われるための基準（改善基準告示）について

その他の皆様から

• 「実運送事業者から」連続運転4時間まで：休憩時間30分以上を、連続運転6時間まで：休憩
時間45分以上に規制緩和されないでしょうか？ 高速道の休憩で30分の猶予でもSA・PAが空い
ていない場合があります。また荷主の昼休憩前着と、一般道の出勤渋滞を避ける早出を考慮すると、
連続運転4時間では少々不足しています。全体の緩和までは望んでいません。
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8

最近のトピック（関係省庁報道発表より）令和7年12月11日～令和8年1月20日※順不同

トピック(報道発表) 公表日 関係省庁
2次元
コード

「トラック運送業における適正取引推進ガイドライン」を改訂しました。
https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk4_000004.html

R7.12.11 国土交通省

(令和7年12月23日)運送事業者間の取引における下請法違反被疑事件
の集中調査の結果について
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2025/dec/251223_unso_ty

ousa.html

R7.12.23
公正取引委員会

中小企業庁

「ダブル連結トラック」の利用に関するアンケートを実施します
～導入促進に向けたアンケートにご協力ください！～
https://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_002035.html

R7.12.23 国土交通省

トラック・物流Ｇメンによる「集中監視月間」の取組を踏まえた国土交通省
の対応について― 貨物自動車運送事業法に基づく「勧告」を１件実施 ―

https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha04_hh_000348.html

R7.12.23 国土交通省
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最近のトピック（関係省庁報道発表より）令和7年12月11日～令和8年1月20日※順不同

トピック(報道発表) 公表日 関係省庁
2次元
コード

令和8年度農林水産関係予算概算決定について
https://www.maff.go.jp/j/press/kanbo/yosan/251226.html

R7.12.26 農林水産省

パートナーシップ構築宣言のひな形を改正します（令和8年1月1日改正）
https://www.meti.go.jp/press/2025/12/20251226002/20251226002.ht

ml

R7.12.26 経済産業省

(令和7年12月26日)令和8年度公正取引委員会予算等の概要
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2025/dec/251226yosan.ht

ml

R7.12.26 公正取引委員会

(令和7年12月26日)「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指
針」の改正について
https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2025/dec/202512_roumuhi

.html

R7.12.26 公正取引委員会

令和７年10月の宅配便の再配達率は約8.3％
https://www.mlit.go.jp/report/press/tokatsu01_hh_000956.html

R7.12.26 国土交通省
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最近のトピック（関係省庁報道発表より）令和7年12月11日～令和8年1月20日※順不同

トピック(報道発表) 公表日 関係省庁
2次元
コード

令和８年度コンテナターミナルゲートの高度化に対する補助事業の公募を
開始します～コンテナターミナルにおける生産性の向上と労働環境の改
善に向けて～
https://www.mlit.go.jp/report/press/port02_hh_000217.html

R8.1.5 国土交通省

令和７年度補正予算及び令和８年度当初予算案を踏まえた中小企業等
関係予算等について
https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/yosan/r8/r7_r8_shokibo.pdf

R8.1.6 中小企業庁

トラック運送事業の適正原価に関する実態調査への協力依頼について
https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk4_000129.html

R8.1.7 国土交通省

「プロドライバーの健康管理・労務管理の向上、飲酒運転防止による事故
防止に関するセミナー」を開催します
https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha01_hh_000119.html

R8.1.13 国土交通省
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トラック運送業における適正取引推進ガイドライン(一部資料抜粋)

令和７年４月の改正トラック法

令和８年１月に施行された中小受託適正化法（取適
法）並び受託中小企業振興法（振興法）の内容を反映
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貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律
貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進に関する法律

概要

○ ドライバーの担い手不足により、何もしなければ2030年には輸送能力が34％不足
○ 物流は国民生活及び経済活動の基盤であり、エッセンシャルワーカーであるトラックドライバーの経済的社
会的地位の向上等により、我が国の物流の持続可能性の確保及び国民経済の健全な発展を図るため、トラッ
クドライバーの適切な賃金の確保とトラック運送業界の質の向上等を目的として、貨物自動車運送事業法を
改正するとともに、それを担保するための新法を制定。

１．許可の更新制度の導入

トラック運送事業の許可について、５年ごとの
更新制を導入

２．「適正原価」を下回る運賃及び料金の制限

トラック運送事業者は、自ら貨物を運ぶときや、
他の事業者に運送を委託するときは、国土交通大
臣が定める「適正原価」を継続して下回らないこ
とを確保

３．委託次数の制限

トラック運送事業者及び貨物利用運送事業者は、
元請として運送を引き受ける場合、再委託の回数
を二回以内に制限するよう努力義務化

４．違法な「白トラ」に係る荷主等の取締り

許可や届出なく有償で運送行為を行うトラック
（いわゆる「白トラ」）の利用を禁止（罰則付）
荷主等に対しては是正指導も実施

１．基本方針の策定

（１）体制の整備

①許可の更新事務及び②事業適正化支援等を適
切・効率的に実施できるよう独立行政法人に行わ
せる等必要な体制を整備

（２）財源の確保等

上記業務の実施に必要な費用を確保できるよう、 
⑴①について更新手数料等によるほか、⑴②につ
いて広く社会で支える観点から財源措置を検討

２．法制上の措置等

政府は基本方針に基づき、必要な法制上の措置
等を本法律の施行後３年以内を目途として講じる

３．物流政策推進会議
政府は、物流に関する施策の総合的かつ集中的

な推進を図るため、物流政策推進会議を設置
推進会議の下に、連絡調整を行うための関係者

会議を設置

貨物自動車運送事業法の一部改正 貨物自動車運送事業の適正化のための
体制の整備等の推進に関する法律

担
保（※）貨物利用運送事業者についても同様に規制

（※）適正原価を支払わない荷主については、違反原因行為に
該当するものとして是正指導を実施

（※）標準的運賃については廃止
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２．「適正原価」を下回る運賃及び料金の制限 ①

〇 国土交通大臣は、トラック運送事業に係る運賃及び料金について、燃料費、全産業の労働

者一人当たりの賃金の額の平均額を踏まえた人件費、減価償却費、輸送の安全確保のた

めに必要な経費、委託手数料、事業を継続して遂行するために必要不可欠な投資の原資、

公租公課等の、適正な事業運営の確保のために通常必要と認められる費用を的確に反映し

た積算を行うことにより、「適正原価」を定め、告示することができる。

（１）これに伴い、「標準的運賃」は廃止する。

（２）適正原価は、一般貨物運送事業者だけでなく、軽貨物運送事業者、

特定貨物運送事業者についても設定することができる。

（３）適正原価の設定にあたっては、運輸審議会への諮問が必要。
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〇 トラック運送事業者は、自らが引き受ける貨物の運送に係る運賃・料金が、適正原価を下

回ることとならないようにしなければならない。 受注者の義務

〇 トラック運送事業者・利用運送事業者は、他のトラック運送事業者の行う運送を利用すると

きは、その利用する運送に係る運賃・料金が、適正原価を下回ることとならないようにしなけ

ればならない。 発注者の義務

（１）一般貨物運送事業者だけでなく、貨物利用運送事業者（第一種自動

車・第二種集配）、軽貨物運送事業者、特定貨物運送事業者に対しても

適用される。

（２）事業許可の有効期間である５年間を通じた総運行距離、総労働時間等

を勘案し、出来る限り簡便かつ客観的に判断しうる判定基準を設定するこ

とを想定。

２．「適正原価」を下回る運賃及び料金の制限 ②
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【貨物自動車運送事業法】

施 行 施 行

（令和7年6月11日）

公 布

○委託次数の制限

○違法な白トラに係る
 荷主等の取締

○書面交付義務等の
利用運送事業者への適用

１年以内

○許可基準追加、許可更新制度

○適正原価の遵守義務

○労働者処遇確保義務

３年以内 ２年（経過措置）

適正原価の

告示

更新の申請及び審査の開始
（５年めどで一巡）

【貨物自動車運送事業の適正化のための体制の整備等の推進に関する法律】

（令和7年6月11日）

公 布

３年以内

即日施行

政府は基本方針に基づき、必要な法制上の

措置等を３年以内を目途として講じる

６．トラック適正化二法の施行時期
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① 事前アンケート結果、テーマ別の意見・質問共有

② 最近のトピック（各省報道発表資料等）

③ 物流改正法ご質問への回答

④ 公正取引委員会からの説明
「下請法は”取適法(トリテキホウ)”へ-改正のポイント-」

⑤ 参考資料



改正物効法質疑応答



物流改正法質疑応答紹介

Ｑ．自社は物流効率化法上の荷主に該当するか

43



Ｑ． 荷送人がまず物流子会社（貨物自動車運送事業者又は貨
物利用運送事業者）に運送を委託し、さらにその物流子会社
が別の事業者に運送を再委託した場合、第一種荷主は誰か。

Ａ．この場合は物流子会社ではなく、貨物自動車運送事業者又は貨物利用
運送事業者に運送を委託した者として、荷送人が第一種荷主に該当します。

第一種荷主は、「自らの事業（貨物の運送の事業を除く。）に関して継続
して貨物自動車運送事業者又は貨物利用運送事業者に貨物の運送を行
わせることを内容とする契約（貨物自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを

内容とする契約を除く。）を締結する者」と定義されており、実運送事業者ではな
く利用運送事業者に運送を委託した場合も第一種荷主に該当します。

受託した運送を別の事業者に再委託した物流子会社は「貨物の運送の事
業」として運送契約を締結する者であり、条文上、荷主から除かれます。

物流改正法 質疑応答
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「物流パターンごとの荷主の考え方（ver.1.2）」
1-1. 通常物流、2-2. 物流子会社や３PL事業者を利用している場合
https://www.meti.go.jp/policy/economy/distribution/sippers-mindset-logistics-pattern_ver.1.2.pdf



1-1. 通常物流

第一種荷主：事業者A 第二種荷主：事業者B
【Mトン】 【Mトン】

○ 元請トラック事業者や貨物利用運送事業者を介しトラックを手配した場合、第一種荷主は荷送人。
※ 元請トラック事業者や貨物利用運送事業者は、「貨物の運送の事業」として運送契約を締結する
者であり、条文上、荷主から除かれる。

事業者A
（自社工場・倉庫等）

事業者B
（自社工場・倉庫等）

商取引契約

運送契約

荷受人

貨物自動車運送事業者C

引渡し
Mトン

受取
Mトン

荷送人

元請貨物自動車
運送事業者D

運送契約

事業者A
（自社工場・倉庫等）

事業者B
（自社工場・倉庫等）

商取引契約

運送契約

荷受人

貨物自動車運送事業者C

引渡し
Mトン

受取
Mトン

荷送人

貨物利用運送
事業者E

運送契約

「物流パターンごとの荷主の考え方」から
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元請貨物自動車運送事業者Ｄに
運送を委託したＡが
第一種荷主に該当します。

貨物利用運送事業者Ｅに
運送を委託したＡが
第一種荷主に該当します。

貨物自動車運送事業者Ｃに運送を再委託したＤとＥは、
「貨物の運送の事業」として運送契約を締結しているた
め、荷主には該当しません。

貨物自動車運送事業者Ｃに運送を再委託したＤとＥは
「貨物の運送の事業」として運送契約を締結しているた
め、荷主には該当しません。



商取引契約
荷送人 荷受人

３PL事業者I

仕分け・保管

2-2. 物流子会社や３PL事業者を利用している場合

引渡し
Mトン

３PL事業者J

運送契約

貨物自動車運送事業者C

受取
Mトン

物流業務委託
（運送契約を含む）

○ 物流子会社や３PL事業者(※)が自らの「貨物の運送の事業」として運送契約を結び、又は「貨物の
運送及び保管の事業」として貨物の受渡しを行う場合は荷主に該当せず、これらの事業者に運送契約
等の物流業務を委託した者が荷主となる。

事業者A
（自社工場・倉庫等）

事業者B
（小売店舗等）

第一種荷主：事業者A 第二種荷主：事業者B
【Mトン】 【Mトン】

※ ３PL（third party logistics）は、荷主企業に代わって、最も効率的な物流戦略の企画立案や物流システムの構築の
提案を行い、かつ、それを包括的に受託し、実行するもの。貨物利用運送事業を含む場合が多い。

物流業務委託
（運送契約を含む）
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「物流パターンごとの荷主の考え方」から

３PL事業者Iに運送契約を含む
物流業務を委託したAが
第一種荷主に該当します。

３PL事業者Iは「貨物の運送の事業」として貨物自動車運送事業者Ｃと運送契約を締結しているため
第一種荷主には該当せず、また、トラックドライバーとの貨物の受渡しは 「貨物の保管の事業」として
行っているため、第二種荷主にも該当しません。



Ｑ． 倉庫業者は、物流効率化法上の「荷主」に該当することもあ
るのか。

Ａ．
＜第一種荷主の該当性＞

第一種荷主の定義からは、自らが行う「貨物の運送の事業」に関して運送を
委託する者は除かれますが、「貨物の保管の事業」に関して運送を委託する
者は除かれません。よって、例えば倉庫業者が寄託物を移動させるためにトラッ
ク事業者と契約する場合は、「貨物の保管の事業」に関して運送を委託する
者として第一種荷主に該当します。ただし、倉庫業者が貨物利用運送事業
者として貨物の運送を委託されてトラックを手配する場合は「貨物の運送の事
業」に関して運送を委託する者となるので、第一種荷主に該当しません。

＜第二種荷主の該当性＞
第二種荷主の定義からは、自らが行う「貨物の運送及び保管の事業」に関

して貨物の受渡しを行う者は除かれます。倉庫業者が「貨物の保管の事業」
のためにトラックドライバーとの貨物の受渡しを行う場合（倉庫業の営業に伴う
営業倉庫への寄託物の入出庫など）は、第二種荷主には該当しません。

物流改正法 質疑応答
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荷主等の定義・義務
種別 定義（第30条／第45条） 努力義務(※) 特定事業者

の義務

貨物自動車
運送事業者
等

貨物自動車運送事業者等貨物自動車運送事業法第三十九条第一号に規定する貨物自動車運送
事業者（以下「貨物自動車運送事業者」という。）及び同法第三十七条の二第三項に規定する特定
第二種貨物利用運送事業者をいう。

第34条
・積載効率の向上等
（輸送網の集約、配送の
共同化等）

・中長期計画
・定期報告

第一種荷主 自らの事業（貨物の運送の事業を除く。）に関して継続して貨物自動車運送事業者又は貨物利用
運送事業者（第一種貨物利用運送事業者、第二種貨物利用運送事業者及び貨物利用運送事業法
第四十六条第一項に規定する外国人国際第二種貨物利用運送事業者をいう。以下同じ。）に貨物
の運送を行わせることを内容とする契約（貨物自動車を使用しないで貨物の運送を行わせることを
内容とする契約を除く。）を締結する者をいう。

第37条第１項～第３項
・積載効率の向上等
（リードタイムの確保等）
・荷待ち時間の短縮
（日時指定時の考慮等）
・荷役等時間の短縮
（パレットの利用等）

・中長期計画
・定期報告

・物流統括管理者の
選任

第二種荷主 次に掲げる者をいう。

イ 自らの事業（貨物の運送及び保管の事業を除く。ロ及び第四十五条第五項において同じ。）に関
して継続して貨物（自らが貨物自動車運送事業者又は貨物利用運送事業者に運送を委託する貨
物を除く。ロ及び第四十二条第四項において同じ。）を運転者（他の者に雇用されている運転者に
限る。以下この号において同じ。）から受け取る者又は他の者をして運転者から受け取らせる者

ロ 自らの事業に関して継続して貨物を運転者に引き渡す者又は他の者をして運転者に引き渡させ
る者

第37条第４項・第５項
・荷待ち時間の短縮
（日時指定時の考慮等）
・積載効率の向上等
（第一種荷主への協力等）
・荷役時間の短縮
（検品の効率化等）

・中長期計画
・定期報告

・物流統括管理者の
選任

貨物自動車
関連事業者

次に掲げる者をいう。
イ 倉庫業法第七条第一項に規定する倉庫業者（以下「倉庫業者」という。）

ロ 港湾運送事業法（昭和二十六年法律第百六十一号）第三条第一号に掲げる事業を経営する者
であって、当該事業について運転者との間で貨物の受渡しを行うもの

ハ 航空法（昭和二十七年法律第二百三十一号）第二条第十八項の航空運送事業を経営する者の
うち貨物の運送を行うものであって、当該航空運送事業について運転者との間で貨物の受渡しを
行う者

ニ 鉄道事業法第二条第二項の第一種鉄道事業又は同条第三項の第二種鉄道事業を経営する者
のうち貨物の運送を行うものであって、当該第一種鉄道事業又は当該第二種鉄道事業について
運転者との間で貨物の受渡しを行う者

第41条
・荷待ち時間の短縮
（日時指定時の考慮等）
・荷役等時間の短縮

（停留場所の拡張、荷役等
に前後する貨物の搬出入の
迅速化等）

・中長期計画
・定期報告

連鎖化事業
者

定型的な約款による契約に基づき、特定の商標、商号その他の表示を使用させ、商品の販売又
は役務の提供に関する方法を指定し、かつ、継続的に経営に関する指導を行う事業を行う者であっ
て、当該契約に基づき、当該契約の相手方（以下この条において「連鎖対象者」という。）と運転者と
の間の貨物の受渡しの日及び時刻又は時間帯を運転者に指示することができるもの

第45条
・荷待ち時間の短縮
（日時指定時の考慮等）
・積載効率の向上等
（第一種荷主への協力等）

・中長期計画
・定期報告

・物流統括管理者の
選任

(※)荷役等時間の短縮の対象は、荷主自身が管理する施設及び寄託先の施設におけるもの。荷待ち時間の短縮の対象は、くわえてその周辺の場所におけるもの。

「物流パターンごとの荷主の考え方」から
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物流改正法質疑応答紹介

Ｑ．特定事業者に該当する場合は通知があるのか
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Ｑ． 特定事業者に該当する場合は国から通知等があるのか。国
から通知等がないために特定事業者としての届出が漏れてい
た場合はどうなるのか。

Ａ．自社が特定事業者に該当するかどうかは、前年度の取扱貨物重量（第一
種荷主・第二種荷主・連鎖化事業者）、前年度末時点の車両台数（ト
ラック事業者）、前年度の営業倉庫入庫量（倉庫業者）の実績を把握し、
指定基準値以上に該当する場合に自ら事業所管省庁に届け出る必要があ
ります。特定事業者の指定基準値以上に該当するかどうかは、各事業者の責
任において判断しなければなりません。

特定事業者の指定に関して、国は事業者に対して指定基準値の該当性に
ついての報告徴収や立入検査を行うことができることとなっています。特定事業
者の指定基準値以上に該当するにも関わらず故意に届出を怠った場合、罰
則（50万円以下の罰金）が適用される可能性もあります。

物流改正法 質疑応答
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・ 中長期計画、定期報告等の作成

・ トラックドライバーの負荷軽減とトラックへの過度な集中を是正するための事業運営
方針の作成や事業管理体制の整備

・ トラックドライバーの運送・荷役等の効率化のための設備投資、デジタル化、物流標準
化に向けた事業計画の作成・実施・評価

・ 社内の関係部門（開発・調達・生産・販売・在庫・物流等）間の連携体制の構築や社内
研修の実施 等

○特定事業者のうち荷主・連鎖化事業者には、事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にある役員等の経営幹部から、
以下の業務を統括管理する物流統括管理者（CLO※）の選任を義務付け。

改正物流効率化法の規制的措置のポイント（２年目施行分）
（公布日：令和６年５月15日）

特定事業者の指定基準等のポイント

令和８年４月１日施行

○全体への寄与度がより高い大手の事業者が指定されるよう、以下の指定基準値を超える事業者を「特定事業者」として指定し、
中長期計画の作成や定期報告等を義務付け、中長期計画の実施状況が不十分な場合、国が勧告・命令を実施。

特定荷主・特定連鎖化事業者

取扱貨物の重量 ９万トン以上
（上位3,200社程度）

特定倉庫業者

貨物の保管量 70万トン以上
（上位70社程度）

特定貨物自動車運送事業者等

保有車両台数 150台以上
（上位790社程度）

※Chief Logistics officer

中長期計画

（１）実施する措置
（２）実施する措置の具体的な内容・目標等
（３）実施時期 等

定期報告

（１）事業者の判断基準の遵守状況（チェックリスト形式）
（２）判断基準と関連した取組に関する状況（自由記述）
（３）荷待ち時間等の状況 【荷主等】

物流統括管理者のキャリアパス（イメージ）

新卒(一括)新卒(物流部門)

キャリア採用

物流部門中心 物流以外中心

高度物流人材

物流統括管理者(CLO)

＜中長期計画・定期報告の記載内容＞

＜特定事業者の指定基準値＞
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物流改正法質疑応答紹介

Ｑ．特定荷主の指定に係る取扱貨物重量について
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Ｑ． 荷主としての取扱貨物重量の把握（計測）が困難な場合
はどうしたらよいか。

Ａ．荷主としての取扱貨物重量の算定は、届出省令に列挙されている方法の中
から各事業者において事業の特性に鑑みて適切と考えられるものを選択するこ
ととなっています。また、取扱貨物や事業に応じて算定方法を使い分け、それら
を足し合わせて算出する事も可能です。算定方法を特定荷主の届出に記載
する必要はありませんが、報告を求められた場合は対応できるように整理くださ
い。

なお、特定荷主の届出は、取扱貨物の重量が基準重量以上である場合に
その旨をチェックボックス形式で回答することとしており、具体的な重量の数値は
任意記載としているため、９万トン以上であることが確実な場合に精密な算
定を求めるものではありません。

物流改正法 質疑応答
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②重量の算定方法

「物資の流通の効率化に関する法律の規定に基づく荷主に係る届出等に関する命令」（2025年８月29日公布）

（特定第一種荷主の指定に係る貨物の重量の算定方法に関する規定）

第一条：令第六条（特定第一種荷主の指定に係る重量）第一項の主務省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。

一 実測

二 対象貨物の単位数量当たりの重量に当該対象貨物の数量を乗ずる方法

三 対象貨物の容積を当該対象貨物の重量に換算する方法

四 対象貨物の運送に係る貨物自動車の最大積載量又は平均積載量に当該貨物自動車の台数を乗ずる方法

五 対象貨物の売上額又は仕入額を当該対象貨物の単位重量当たりの額で除する方法※１

六 第二種荷主としての対象貨物の重量（受渡し貨物重量）が第一種荷主としての対象貨物の重量（委託貨

物重量）とおおむね一致する場合に、受渡し貨物重量を委託貨物重量とみなす方法

七 対象貨物に係る運送契約又は物品の売買その他の取引の契約において重量が定められている場合に、当該

重量を運送ごとに区別する方法

八 一～七の方法により対象貨物の重量を算定することが困難であると認められる場合に、当該対象貨物の重量を

適確に算定できると認められる方法

さらに、重量の算定に当たっては、以下の重量を考慮しないことができます。

①郵便物、②信書便物、③特別宅配貨物※２、④軽量な資材や事務用品※

※１ 換算係数としては、例えば、物流センサス付属資料の出荷原単位を利用することが考えられる。
※２ 特別積合せ貨物運送又はこれに準ずる運送であって、１の運送契約により１個の貨物を運送する方法により運送される、１個

当たりの重量が30kg以内の貨物をいい、当該貨物と同時に受渡しが行われる他の貨物との合計の重量が150kg未満のものに
限る。

※３ 当該事業者の対象貨物の重量の合計の１％程度までであれば算定対象から除くことができる。

各企業・業界の
実態に応じて選択

取扱貨物や事業に応じて
使い分け・合算も可能
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令和７年9月 国土交通省・経済産業省・農林水産省合同説明会資料
「改正物効法に基づく特定事業者の対応について」から



参考：特定荷主に該当する事業者の売上額の規模の目安

ご参考：特定荷主に該当する事業者の売上額の規模の目安を、公益社団法人日本ロジスティクスシステム協会
において調査し、同協会のwebページで公開しています。

公益社団法人 日本ロジスティクスシステム協会 ホームページ（https://www1.logistics.or.jp/data/freight-calc/）
トップ ＞ 調査研究 ＞ 荷主企業の売上高から物流量を推計する方法

物流原単位（kg/万円） ＝ 売上高1万円あたりの輸送重量（kg）

物流原単位の定義

掲載内容の一部紹介
※スペースの都合で省略している部分があります。誤解が生じないよう、実際の推計にあたっては、協会ＨＰの内容を参照してください。

物流量の推計方法

推定年間物流量（トン） ＝ 国内売上高（万円） × 物流原単位（kg/万円） ÷ 1000

業種別 物流原単位参考値（一部）

業種分類 サンプルサイズ
物流原単位(kg/

万円)平均値(μ)

標準偏差(σ)

(kg/万円)

【 製造業 】

化学製造業 30社 535.9 307.6

機械製造業 30社 218.2 103.2

【 卸売業 】

総合商社 9社 92.7 148.4

食品卸 7社 42.2 16.2

分類
サンプル
サイズ

物流原単位
(kg/万円)

平均値(μ)

標準偏差
(σ)

9万トンボーダー
ライン

【 小売業 】

上場小売業 120
社 120社 7.05 7.91 1,277億円

食品を扱う小売業 81社 8.78 8.70 1,025億円

食品を扱わない小
売業 39社 3.44 4.10 2,613億円
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Step1: 自社の産業・業種を特定

製造業、卸売業、小売業のいずれに該当するかを特定します。さらに、利用可能なデータの中で各産業内の細分化され
た業種（例：食料品製造業、アパレルなど）があれば、最も近いものを選択します。
複数事業部門を持つ場合：
それぞれの事業が異なる物流特性を持つため、事業部門ごとに売上高と物流原単位を適用し、それらを合算することで、
より実態に近い物流量を推計することが可能です。

Step2: 適切な物流原単位を選択

目的に合わせ、該当業種の原単位（kg/万円）を選択します。

Step3: 自社の年間売上高を入力

自社の年間売上高を「万円」単位で準備します（例：100億円であれば1,000,000万円）。

Step4: 計算を実行

上記の計算式に各数値を代入し、物流量を推定します。今回のJILSの分析結果において、平均値（μ）および標準偏
差（σ）が示されている業種については、μ ± σの範囲で物流量の変動幅を参考とすることも可能です。

Step5: 必要に応じて補正

自社の事業に特殊な要因（例：EC販売の比率が高い、売上高に占める販管費の割合が高い、特定の温度帯での配
送が多い、商品構成が平均と大きく異なるなど）が判明している場合は、推定された物流量を実態に合わせて調整し、そ
の結果を踏まえて可能な範囲から実測に進まれることをおすすめします。

推計方法

参考：特定荷主に該当する事業者の売上額の規模の目安
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物流改正法質疑応答紹介

Ｑ．特定トラック事業者の指定に係る

保有車両台数について
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Ｑ． 特定トラック事業者の指定基準値としての輸送能力（保有
車両台数）は、被けん引車を含んで150台か。

Ａ．貨物自動車運送事業者等は、届出の要否を判断するために、前年度末に
おいて保有する貨物自動車のうち、自らの貨物自動車運送事業（一般・特
定・軽）及び第二種貨物利用運送事業の用に供するものの合計数を算定
し、基準能力（150台）と比較する必要があります。

輸送能力としての車両台数の算出には被けん引車も含まれます。そのため、
セミトレーラーの場合、けん引車（トラクターヘッド）の台数と被けん引車
（シャーシ）の台数を合算したものを車両台数としていただくようお願いいたし
ます。（例えばヘッド１台＋シャーシ３台の場合は４台としてカウントすること
になります。）

物流改正法 質疑応答
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「特定貨物自動車運送事業者等の物流効率化法への対応の手引き（ver.1.0）」
P4～P5 輸送能力の算定
https://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/content/001976793.pdf



物流改正法質疑応答紹介

Ｑ．特定倉庫業者の指定に係る保管量について
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Ｑ． 特定倉庫業者の指定基準値としての保管量は、どの時点を
基準として70万トンなのか。

Ａ．特定倉庫業者の指定に係る保管量は、「当該年度の前年度における入庫
ごとに重量を算定し、それらの重量を合算して得た重量」である旨が定められ
ています。

よって、倉庫業者の場合、「前年の４月から当年の３月までの１年度間の
入庫量」を算定し、当該重量が70万トン以上となる場合、当年５月末日ま
でに届け出る必要があります。

入庫重量の算定方法は、実測のほか、貨物の容積を重量に換算する方法
や、寄託契約で定められている重量によって計算する方法なども認められてい
ます。

特定倉庫業者の指定基準としての保管量（入庫量）は、「営業倉庫にお
いて寄託を受けた」貨物の重量となるので、営業倉庫以外の自家用倉庫等
における保管量（入庫量）は算定の対象外となります 。

物流改正法 質疑応答

60「特定倉庫業者の物流効率化法への対応の手引き（ver.1.0） 」は近日中に公開予定です。



物流改正法質疑応答紹介

Ｑ．特定事業者の指定の単位は
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Ｑ． 特定事業者の指定は事業者（法人）単位か、事業所単位
か。グループ会社の場合、グループ単位とすることも可能か。

Ａ．特定事業者の指定は事業者（法人）単位です。

事業者（法人）として各地に複数の支店や事業所をお持ちの場合も、事
業者（法人）単位で特定事業者の指定基準値に該当するかどうかを判断
し、該当する事業者（法人）単位で特定事業者として必要な手続を行って
ください。

グループ会社の場合も同様に、グループ関係や親会社・子会社、連結・非
連結等に関わらず、個々の事業者（法人）単位で判断してください。

物流改正法 質疑応答
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物流改正法質疑応答紹介

Ｑ．複数の種別の特定事業者に

該当することもあるのか
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Ｑ． 複数の事業を行っている場合、複数の種別の特定事業者に
該当することもあり得るのか。

Ａ．同一の事業者（法人）が複数の事業を兼業している場合、事業の種別
（第一種荷主、第二種荷主、連鎖化事業者、トラック事業者、倉庫業者）
ごとに特定事業者の指定基準値に該当するかどうかを判断し、該当した種別
について、特定事業者として必要な手続を行ってください。

例えば、トラック事業と倉庫業を兼業している事業者について、保有車両台
数が150台以上、かつ貨物の保管量（入庫量）が70万トン以上であった場
合、特定トラック事業者と特定倉庫業者の両方に該当し、それぞれの事業に
ついて特定事業者としての対応が必要となります。

荷主については、事業者として全体ではなく、第一種荷主、第二種荷主それ
ぞれの立場での取扱貨物重量に分けて特定荷主の指定基準値（９万ト
ン）に該当するかどうかを判断することになります。例えば第一種荷主としての
取扱貨物重量が８万トン、第二種荷主としての取扱貨物重量が７万トンと
いう場合は、特定第一種荷主にも特定第二種荷主にも該当しません。

物流改正法 質疑応答
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物流改正法質疑応答紹介

Ｑ．特定事業者の指定基準に該当する場合の

届出の方法
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Ｑ． 特定事業者の指定基準に該当する場合の届出の提出方法
は。

Ａ．特定事業者関係の届出、指定等の全ての手続は、原則として届出システ
ムによりオンラインで行う予定としております。届出システムは、準備が出来次
第公開いたします。（公開時期は令和７年度末頃を想定）

各種の届出や報告はフォーム入力を基本として押印等は不要とし、全ての
手続がシステム上で完結する形を想定しております。

なお、オンライン提出ができない場合は、Word等の形式で作成した届出や
報告を所定の提出先へ郵送等によりご提出いただく想定です。

提出方法の詳細については、追って具体的にご案内いたします。

物流改正法 質疑応答
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Ｑ． 特定事業者の指定基準に該当する場合の届出の提出先は。

Ａ．
＜特定荷主＞
提出先：荷主事業所管大臣（当該事業者が行う貨物の運送の委託又は受

渡しを伴う事業を所管する大臣全て）

※荷主事業所管大臣の権限が地方支分部局長等に委任されている場合は、荷主の主たる事
務所の所在地を管轄する当該委任先地方支分部局長等が提出先となります。

※貨物の運送の委託又は受渡しを伴う事業の原則全てをカバーできるように提出先を選択いた
だく必要があります。荷主事業所管大臣については、「特定荷主の物流効率化法への対応の
手引き」記載の荷主事業所管大臣の一覧を参照ください。

※重量算定において考慮しないこととした軽微な貨物の運送であって、中長期計画や定期報告
において取り上げる課題のないものに係る荷主事業所管大臣は、提出先から除くことができます
が、当該事業に関し指導、勧告等を受けた際は、提出先の修正・再提出が求められる場合が
あります。

（次ページに続く）

物流改正法 質疑応答
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「特定荷主の物流効率化法への対応の手引き（ver.1.0）」P50～ 荷主事業所管大臣一覧
https://www.meti.go.jp/policy/economy/distribution/specified-sippers_ver.1.0.pdf



Ｑ． 特定事業者の指定基準に該当する場合の届出の提出先は。

Ａ．
（前ページから）

＜特定トラック事業者＞
提出先：提出者の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局貨物課

＜特定倉庫業者＞
提出先：提出者の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局環境・物流

課

※提出先は各県の運輸支局ではなく、主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局の本局と
なります。（中国地方の場合は中国運輸局の本局）

※地方運輸局は、各事業者様からご提出いただいた様式の内容を確認後、国土交通大臣に
提出します。

※沖縄県にあっては、沖縄総合事務局運輸部が提出先となります。

物流改正法 質疑応答
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物流改正法質疑応答紹介

Ｑ．各種届出の提出期限
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➢ 2024年5月15日     物流改正法 公布

➢ 2024年6月～11月    第１回～第４回合同会議（規制的措置の施行に向けた検討・取りまとめ）

➢ 2024年11月27日                 合同会議取りまとめを策定・公表

➢ 2025年１月・２月・３月 法律の施行①に向けた政省令の公布

➢ 2025年４月１日        法律の施行①

 

➢ 2025年８月          法律の施行②に向けた政省令の公布

➢ 2025年秋頃～      判断基準に関する調査等の実施

➢ 2026年４月１日    法律の施行②

➢ 2026年５月末     特定事業者の届出～指定手続

→荷主は、指定後速やかに物流統括管理者の選任届出

➢ 2026年10月末※      中長期計画の提出 ※初年度のみ。2027年度以降は７月末〆

➢ 2026年秋頃（想定）  判断基準に関する調査等の実施

➢ 2027年７月末   定期報告の提出

今後のスケジュール（想定）

基本方針

荷主・物流事業者等の努力義務・判断基準

判断基準に関する調査・公表   等

特定事業者の指定

中長期計画の提出・定期報告

物流統括管理者（CLO）の選任   等

特定事業者の指定に向け
荷 主：取扱貨物重量の把握
トラック：車両台数の把握
倉 庫：保管量の把握

定期報告に向け
・実施状況把握
・荷待ち時間等の計測
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特定荷主等の改正物効法への対応のフロー図（全ての荷主等／特定荷主等）

努力義務への
対応

取扱貨物重量
の把握

特定事業者の
指定の届出

物流統括管理
者の選任

中長期計画の
策定

定期報告の
提出

評価・公表

・運送委託／貨物受渡しのパターンを把握 →自社が改正物効法上のどの荷主に該当するかを把握
・各施設／運行における判断基準の取組状況を整理
・物流改善に向けた責任者等の体制を構築し、取組を行う

・事業者（法人番号）ごとに、第一種荷主、第二種荷主、連鎖化事業者等としての年度の取扱貨物
重量をそれぞれ算定

・第一種荷主、第二種荷主、連鎖化事業者等のいずれかとして前年度の取扱貨物重量が９万トンを超える場
合は、荷主事業所管省庁等に届出を行い、特定事業者の指定を受ける（５月末〆・初回のみ）

・特定事業者の指定を受けた後、物流統括管理者を選任し、届出（特定事業者の指定後すみやかに）
（※特定荷主及び特定連鎖化事業者のみ）

・運送委託／貨物受渡しの全体像と改善の優先順位・方法を検討
・取引先との協議や施設整備などの長期的な対応を含めて計画（2026年は10月末〆・毎年度提出すること
を基本としつつ、計画内容に変更がなければ５年ごと７月末〆）

・判断基準の取組状況や荷待ち時間等を把握するとともに、参考情報欄で取引先との協議状況や施設の制約、
業種特性等を見える化し、関係者の連携を促す（2027年７月末〆・以降毎年度７月末〆）

・定期報告や希望する荷主の報告を評価し、優良事業者を公表（2027年度以降）
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（全ての貨物自動車運送事業者等／特定貨物自動車運送事業者等）

努力義務への
対応等

保有車両台数
の把握

特定事業者の
指定の届出

中長期計画の
策定

定期報告の
提出

・積載効率の向上等に向けた取組状況を整理

・事業者（法人番号）ごとに、前年度の保有車両台数を算定し、特定貨物自動車運送事業者
等に該当するか確認

・特定貨物自動車運送事業者等が前年度の保有車両台数が150台以上の場合は、国土交
通省に届出を行い、特定事業者の指定を受ける（５月末〆・初回のみ）

・積載効率の向上等に向けた取組の全体像と改善の優先順位・方法を検討

・輸送網の集約や配送の共同化に向けた事業者間協議などの長期的な対応を含めて計画
（2026年は10月末〆・毎年度提出することを基本としつつ、計画内容に変更がなければ５
年ごと７月末〆）

・判断基準の取組に係る進捗状況を記載するとともに、参考情報欄で判断基準の取組状況
等以外の取組を見える化を実施（2027年７月末〆・以降毎年度７月末〆）

特定トラック事業者等の改正物効法への対応のフロー図
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特定倉庫業者の改正物効法への対応のフロー図（全ての倉庫業者／特定倉庫業者）

努力義務への
対応

取扱貨物重量
の把握

特定事業者の
指定の届出

中長期計画の
策定

定期報告の
提出

評価・公表

・各施設／運行における判断基準の取組状況を整理
・物流改善に向けた体制を構築し、取組を行う

・事業者（法人番号）ごとに、保管量※を算定
（※保管量：報告年度の前年度において当該倉庫業者がその倉庫業の用に供する倉庫において新たに寄託を受けた貨物の重
量を算定し、合算して得た重量）

・保管量が70万トンを超える場合は、国土交通大臣に届出を行い、特定事業者の指定を受ける
（５月末〆・初回のみ）

・荷待ち時間等の全体像を把握し、改善の優先順位・方法を検討
・取引先との協議や施設整備などの長期的な対応を含めて計画
（2026年は10月末〆・毎年度提出することを基本としつつ、計画内容に変更がなければ５年ごと７月末〆）

・判断基準の取組状況や荷待ち時間等を把握するとともに、参考情報欄で取引先との協議状況や施設の制約、
業種特性等を見える化し、関係者の連携を促す

（2027年７月末〆・以降毎年度７月末〆）

・定期報告や希望する事業者からの報告を評価し、優良事業者を公表
（2027年度以降）
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物流改正法質疑応答紹介

Ｑ．寄託倉庫を利用している場合について
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Ｑ． 寄託倉庫も荷主としての荷待ち時間等の管理対象施設とな
るのか。

Ａ．荷主が短縮すべき荷待ち時間等は、荷待ち時間にあっては次に掲げる施
設又はその周辺の場所におけるもの、荷役等時間にあっては次に掲げる施設
におけるものとされています。

① 当該荷主が管理する施設
（荷主が所有又は賃借する施設をいう。３ＰＬを含む物流事業者にその
施設の運営等を委託しているものを含む。）

② 当該荷主との間で当該貨物に係る寄託契約を締結した者が管理する
施設

寄託倉庫も、寄託者が荷主として荷待ち時間等の短縮に努めるべき対象
施設に含まれます（同時に倉庫業者にも当該倉庫における荷待ち時間等
短縮の努力義務が課せられています）。また、荷主が寄託倉庫において受
渡しを行う貨物も、荷主としての取扱貨物重量に算定されます。

物流改正法 質疑応答
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Ｑ． 特定荷主は、①当該荷主が管理する施設と②寄託契約先の
倉庫業者が管理する施設の両方とも、荷待ち時間等を計測し
て定期報告書に記載する必要があるのか。

Ａ．荷主が短縮すべき荷待ち時間等は、荷待ち時間にあっては①②又はその
周辺の場所におけるものに、荷役等時間にあっては①②におけるものとされて
います。

寄託契約先の倉庫業者が管理する施設については、荷主と倉庫業者とで
連携して荷待ち時間等の短縮に努めることを促す趣旨で、倉庫業者に加え
て荷主にも努力義務が課されています。

一方で、荷待ち時間等の計測については、倉庫業者自身も行う一方、荷
主間ごとに計測・管理するためには追加コストを要し、寄託契約の変更が必
要なケースもあります。

このため、原則①を荷待ち時間等の計測対象とした上で、②における荷待
ち時間等の改善に向けては、寄託先施設の一覧や荷待ち時間等の短縮に
向けた連携状況について定期報告書に記載することとしています。

物流改正法 質疑応答
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商取引契約
荷送人 荷受人

倉庫業者G

仕分け・保管

2-1. 寄託倉庫を利用している場合

引渡し
Mトン

倉庫業者H

運送契約

貨物自動車運送事業者C

受取
Mトン

寄託

○ 寄託倉庫は寄託者が荷主として荷待ち時間等の短縮に努めるべき対象施設に含まれ、取扱貨物
重量は特定事業者の指定基準重量に計上される。ただし、時間計測の対象施設からは除外できる。

寄託

事業者A
（自社工場・倉庫等）

事業者B
（小売店舗等）

第一種荷主：事業者A 第二種荷主：事業者B
【Mトン】 【Mトン】
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「物流パターンごとの荷主の考え方」から

事業者Aが利用するこちらの寄託倉庫では、
事業者Aと倉庫業者Gの双方が
荷待ち時間等の短縮の努力義務を負います。

事業者Bが利用するこちらの寄託倉庫では、
事業者Bと倉庫業者Hの双方が
荷待ち時間等の短縮の努力義務を負います。



物流改正法質疑応答紹介

Ｑ．特定荷主と特定倉庫業者が

定期報告に記載する荷待ち時間等の

計測対象のサンプリングについて

78



Ｑ． 荷待ち時間等の計測対象のサンプリングとは何か。

Ａ．特定荷主や特定倉庫業者自身が管理する全ての施設の全ての運行にお
いて荷待ち時間等を計測することは、費用や作業負担等の観点から、必ず
しも合理的でないケースも想定されます。

このため、全施設全運行での荷待ち時間等の計測が難しい特定荷主・特
定倉庫業者においては、取組の実効性の担保を前提として、サンプリング等
の手法を用いて報告することを許容しています。

サンプリング（標本抽出）の最低値は以下のとおりです。

・対象施設：取り扱う貨物重量の半分程度を把握することを念頭に、特定荷
主・特定倉庫業者自身が管理する全ての施設から、年間におい
て取扱貨物の重量が大きい施設 又は 実態を把握すべき施設

・対象期間：四半期ごとに任意の連続した５営業日以上（各四半期中最も
売上金額が低いと見込まれる月は対象外）

・対象運行：原則として対象施設で対象期間中に計測した全ての運行

物流改正法 質疑応答
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Ｑ． 計測対象施設において荷待ち時間等の報告の省略が可能と
なるのはどのような場合か。

Ａ．荷待ち時間等の計測・報告の負担を合理的なものとするため、計測対象
施設が以下に該当する場合については、定期報告書への荷待ち時間等の
記載の省略を可能とすることとしています。

① 荷待ち時間等が１時間未満の場合は、荷待ち時間・荷役等時間の報
告を省略することが可能
※１か月（計測対象期間のサンプリングを行う場合は、１つの連続する計測対象期間）
の平均が１時間未満であれば報告省略が可能とします。１時間未満であることの確認方
法は、計測ではなくトラック事業者や作業員へのヒアリングでも構いません。

② 業界特性等により荷役等時間の短縮が困難な場合は、荷役等時間の
報告を省略することが可能
※②の場合、「荷待ち時間」の報告を省略することはできません。
※「業界特性等により荷役等時間の短縮が困難な場合」としては、解説書に列挙された類
型のみを認めることとします。

物流改正法 質疑応答
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「特定荷主の物流効率化法への対応の手引き（ver.1.0）」P25～ 荷待ち時間等の計測
https://www.meti.go.jp/policy/economy/distribution/specified-sippers_ver.1.0.pdf



Ⅳ 荷待ち時間等の状況等
１－1 荷待ち時間等の計測対象の選定の詳細について

選定の種類 選定の考え方について

計測対象施設

自ら管理する施設の数：工場○か所、自社倉庫○か所、直営店○か所
（①施設ごとの貨物重量を把握している場合の記載例）
当社では、2025年度において、第一種荷主としての取扱貨物の合計の重量が約30万トンあり、そ
の半分にあたる約15万トン分の取扱貨物の運送を把握できるよう施設を選定する。施設ごとの取扱
貨物重量が大きい順に選定すると、７万トンを取り扱うＡ工場、５万トンを取り扱うＢ工場、２万トンを
取り扱うＣ工場及びＤ工場が計測対象となるが、Ｄ工場は荷待ち時間等がほぼ生じていないため対
象から外し、代わりに１万トンを取り扱うＥ工場を対象に加える。

計測対象期間
４半期ごとに売上額が最も低い月は除外した上で、以下を計測対象とした。
・2026年４月６日～10日 ・７月６日～10日 ・10月５日～９日 ・2027年１月11日～15日

計測対象運行
商品Ａは、計測対象工場・倉庫において社内転送分の取扱いしかなく、各施設における取扱貨物重
量の１％に満たないため、計測対象から除外する。

備考 （計測対象の最低は以下のとおり・・・・）
・ 対象施設：取り扱う貨物重量の半分程度を把握することを念頭に、特定荷主自身が管理する全ての施設から、年間において取扱

貨物の重量が大きい施設又は実態を把握すべき施設
・ 対象期間：四半期ごとに任意の連続した５営業日以上（前年度の実績に照らして、各四半期中最も売上金額が低いと見込まれ

る月は対象外）
・ 対象運行：原則として対象施設で計測した全ての運行

○ サンプリングを実施した場合における計測対象の考え方について

荷待ち時間等の状況等の報告にあたって報告対象を限定する場合は、対象を選定した方法について「荷待ち時間等の計測対象の

選定の詳細について」に記載する。対象施設の選定時に考慮した各施設の取扱貨物重量や、対象期間の選定時に考慮した各月の

売上金額見込みについて、詳細なデータの提出は不要（問合せがあった場合に合理的な根拠が示せればよい）。

なお、報告対象を限定しない場合は、それぞれの欄に「全ての○○」と記載することとする。

⑤定期報告
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令和７年9月 国土交通省・経済産業省・農林水産省合同説明会資料
「改正物効法に基づく特定事業者の対応について」から



識別
１回の受渡しに係る荷待ち時間等の平均時間（分）

種類 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

１

荷待ち時間 25 30 35 40

荷役等時間 20 19 25 20

荷待ち時間等 ー ー ー ー

２

荷待ち時間 50 45 30 25

荷役等時間 40 30 25 25

荷待ち時間等 ー ー ー ー

１－３ １回の受け渡しに係る荷待ち時間等の計測結果

⑤定期報告

備考（略）
２ １つの施設において、運行の種類ごとに１－１の「計測対象運行」、１－２の「計測手法」、付表１の「報告省略の理由」が

異なる場合は、「識別」を分けて「施設の名称」の欄に施設の名称に加えて（危険物の運搬）、（危険物を含まない運搬）な
どその区分を特徴付ける名称を記入し、取扱いを分けることを可能とする。

６ 各計測対象施設において、特定第一種荷主としての貨物の受渡しと特定第二種荷主としての貨物の受渡しを区別することが
難しい場合については、それぞれの荷待ち時間等を区別せず、平均時間を ２－３にまとめて記載し、３にその旨を記載すること。

１－２ 計測対象施設の一覧

識別 施設の名称 施設の住所 計測手法（任意）

１ Ａ工場 ・・・ ①（システム）

２ Ｂ工場 ・・・ ②（受付簿）

３ Ｃ工場 ・・・ ①（システム）
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付表１ 荷待ち時間等の報告を省略する施設に関する業界特性や環境の詳細

識別 省略の理由
業界特性等を踏まえ荷役等の業務に要する時間が安全性又は衛生等の観点か
ら短縮することが難しい理由

２ ①

４ ②
粘度の高い危険物であり、荷卸し・安全確認に時間を要するものとして判断基準
解説書に挙げられている

⑤定期報告

備考 「報告省略の理由」には、以下から該当する理由の番号を記載すること（略）
 ①荷待ち時間等が１時間未満 ②業界特性等の理由（荷待ち時間の報告省略のみ）

①荷待ち時間等が１時間未満の場合は、荷待ち時間等の報告を省略することが可能
※１か月（計測対象期間のサンプリングを行う場合は、１つの連続する計測対象期間）の平均が１時間未満であれば報告省

略が可能とします。１時間未満であることの確認方法は、計測ではなくトラック事業者や作業員へのヒアリングでも構いません。

②業界特性等により荷役等時間の短縮が困難な場合は、荷役等時間の報告を省略することが可能
「業界特性等により荷役等時間の短縮が困難な場合」としては、判断基準解説書のよくある質問Ｑ５に列挙された類型のみを

認めることとします。②に該当する場合、短縮困難な荷役等時間を除いた荷待ち時間等が１時間未満であれば、①を適用すること
も可能です。具体的なイメージは以下のとおりです。
➢ 荷待ち時間と荷役等時間を切り分けて計測し、荷待ち時間と荷役等時間の合計が１時間未満だった場合（荷待ち時間と

荷役等時間の配分は問わない）
→ 荷待ち時間及び荷役等時間のいずれも報告省略が可能

➢ 荷待ち時間と荷役等時間を切り分けて計測し、荷待ち時間が１時間を超えている場合
→ 荷待ち時間のみで１時間を超えている場合は荷待ち時間は報告が必要、荷役等時間は時間にかかわらず②による

報告省略が可能
➢ 荷待ち時間と荷役等時間を切り分けないで計測し、荷待ち時間等が１時間未満だった場合

→ 荷待ち時間等の報告省略が可能
➢ 荷待ち時間と荷役等時間を切り分けないで計測し、荷待ち時間等が１時間を超えている場合

→ 荷待ち時間等として報告が必要（参考情報に荷役の特性や平均的な荷役等時間について記載いただければ、定
期報告確認時に考慮）
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「改正物効法に基づく特定事業者の対応について」から



物流改正法質疑応答紹介

Ｑ．物流統括管理者の選任について
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Ｑ． 特定トラック事業者や特定倉庫業者の指定を受けた場合は
物流統括管理者の選任が必要か。

Ａ．物流統括管理者（CLO）の選任が義務付けられているのは特定荷主と
特定連鎖化事業者のみです。

特定トラック事業者と特定倉庫業者には物流統括管理者の選任義務はあ
りません。

物流改正法 質疑応答
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Ｑ．  グループ会社内に複数の特定荷主がいる場合、物流統括管
理者を一名で兼任することは可能か。

Ａ．一名がグループ会社内の複数事業者の物流統括管理者を兼任することは
可能ですが、物流統括管理者は事業者ごとに自社の役員等の経営幹部か
ら選任いただく必要があるため、同一人物を複数事業者の物流統括管理者
として選任するためには、特定荷主に指定されるそれぞれの事業者に当該幹
部が籍を置いていることが必要です。

物流改正法 質疑応答
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「特定荷主の物流効率化法への対応の手引き（ver.1.0）」P21～ 物流統括管理者の要件
https://www.meti.go.jp/policy/economy/distribution/specified-sippers_ver.1.0.pdf



物流改正法質疑応答紹介

Ｑ．罰則規定について
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Ｑ． 罰則規定が定められているのはどのような場合か。

Ａ．罰則規定が定められているのは以下に該当する場合です。

■100万円以下の罰金
➢ 特定事業者の取組が不十分であるときに当該措置を実施するべき旨の命令に違反した場

合
➢ 特定荷主や特定連鎖化事業者が物流統括管理者を選任しない場合

■50万円以下の罰金
➢ 特定事業者の指定基準値を上回る事業者が、特定事業者の指定に係る届出を行わない

又は虚偽の届出をした場合
➢ 特定事業者が中長期計画を提出しない場合
➢ 特定事業者が定期報告を行わない又は虚偽の届出をした場合
➢ 報告徴収の際に報告をしない又は虚偽の報告をした場合
➢ 立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した場合

■20万円以下の過料
➢ 特定荷主や特定連鎖化事業者が物流統括管理者の選任・解任の届出を行わない又は虚

偽の届出をした場合

物流改正法 質疑応答
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改正トラック法質疑応答



改正トラック法関係質疑応答紹介

Ｑ．利用運送事業について

（多重下請け構造の背景）
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Ｑ．トラック運送業の多重下請け構造については、従来から問題視
されていたが、そもそもなぜ多重下請け構造になるのか。その背
景を知りたい。

Ａ．国交省において、2024年8月「トラック運送業における多重下
請構造検討会」を設置し、多重取引構造の背景や課題の検証
やその是正に向けた対策について議論を重ねて参りました。この検
討会におけるとりまとめ資料について、一部ご紹介致します。

改正トラック法 質疑応答

91

多重下請け構造の背景について



【多重下請構造のイメージ】

【他のトラック事業者を利用して運送することがあるか】 【他のトラック事業者に委託する際の下請金額
は、請け負った金額の概ね何％か】

（令和４年度末に国土交通省が実施した貨物自動車運送事業者を対象としたアンケート調査より）

1

74%

2

26%

1

4%

2

28%

3 42%

4

26%

※調査対象としている下請行為は元請けから1次下請け、1次下請けから2次下請け等のケースを含む。 92

真荷主 元請事業者 １次下請け ２次下請け n次下請け（実運送事業者）

多重下請け構造について



令和5年4月27日持続可能な物流の実現に向けた
検討会（第9回）資料より

トラック輸送における多重下請構造についての実態把握調査に係る調査結果
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他の運送事業者を利用する側の視点

令和7年6月第４回トラック運送業における多重下請け構造検討会とりまとめ資料より
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再委託の運送を打診される/請け負う側の視点

令和7年6月第４回トラック運送業における多重下請け構造検討会とりまとめ資料より
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多重下請け構造は自然発生する(Ｇメンの視点)

一般的なケース 【身近な関係の連鎖】

荷主

貨物自動車
運送事業者

貨物利用
運送事業者

（元請）

貨物自動車
運送事業者

（下請）1次請

（元請） （下請）

2次請

貨物自動車
運送事業者

貨物利用
運送事業者

２重目

（真荷主）1重目

（依頼主）

（元請）３重目 （依頼主）

3次請 4次請

（元請）４重目 （依頼主）

（下請）

（下請）

貨物自動車
運送事業者

※1 元請から見て上流と下流の２社の関係が連鎖することで多重化構造が発生。
「需要の急遽増加」、「自社輸送力の低下」以外にも、「自社輸送力以上の受注」、「専門外分野
の輸送の受注」といった背景のほか、「実運送をリスク」と捉えそれを避けるため外注する場合も。

※2 ２重目以降は(元請)とある事業者の主観のため、「元請」「下請」の定義は法定と異なる。

委託先を探す時間でリードタイムが失われ、数度の手数料収受で運賃が失われる。
一方で実態が把握しづらいことから、実運送体制管理簿作成義務化により、把握→是正する必要がある。

貨物自動車
運送事業者
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(理由①) 自社輸送力以上の受注 (輸送量)

97

荷主

貨物自動車
運送事業者

貨物利用
運送事業者

貨物自動車運送事業者

（5台所有）

20台分委託

会社の成長に向けて、荷主・元請から信用を得、次の受注につなげるため、又は責任感から、積極的に
自社輸送力以上、専門外分野の輸送の受注の案件を積極的に受注し、他社の運送を利用して対応。

多重下請け構造は自然発生する(Ｇメンの視点)

貨物自動車運送事業者

10台分実運送 10台分委託 5台分実運送 5台分委託 5台分実運送

（5台所有）

（元請） （下請）1次請 （下請）2次請

(理由②) 専門外分野の輸送の受注(輸送量)

荷主

貨物自動車
運送事業者

貨物利用
運送事業者

貨物自動車運送事業者

（チルド車所有）

貨物自動車運送事業者

（ユニック車所有）

（元請） （下請）1次請 （下請）2次請
ウイング車10台分
チルド車5台分
ユニック車3台分

委託

ウイング車

10台分実輸送

チルド車

5台分
実輸送

チルド車5台分
ユニック車3台分

委託

ユニック車

3台分委託

ユニック車

3台分
実輸送



(理由③) 実運送回避 (遅延・片荷等による賠償、コスト、事故リスクを避けたい。)
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荷主

貨物自動車
運送事業者

貨物利用
運送事業者

貨物自動車
運送事業者

貨物自動車
運送事業者

貨物自動車
運送事業者

貨物自動車
運送事業者

２重目

（真荷主）

1重目 ３重目 ４重目

（元請） （下請）1次請 2次請 3次請 4次請

80万でどう？

100万で委託 90万で委託

70万でどう？ 60万でどう？

※ 運賃は数万から数十万。延着の場合は受取拒否で運賃収受でない場合も。
更に、片荷や事故で貨物に損害が生じた場合は、数十万から数千万の損失を被ることも。
「多重下請構造が発生するのは、トラック運送が、割りの合わない商売だから、電話ひとつで仕事を回し
マージンが取れるならそっちの方が効率が良いからではないか。」（トラックドライバーからのコメント）

50万じゃどこも
請けてくれない。
仕方ないから
実運送するか。

多重下請け構造は自然発生する(Ｇメンの視点)



改正トラック法関係質疑応答紹介

Ｑ．利用運送事業者の義務について

（トラック適正化二法関係）
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Ｑ．昨年６月に成立した改正貨物自動車運送事業法の改正によ
り、貨物利用運送事業者（トラックは不保持）である当社は、
来年度から元請の立場に変わり、実運送管理簿作成が義務
付けられる他、前年度の利用運送量（１００万ｔ以上）以
上の実績を有する事業者である場合には、運送利用管理規
程の作成や運送利用管理者の選任も義務化されることになる
のでしょうか。

改正トラック法 質疑応答
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運送利用管理規程及び運送利用管理者
（トラック適正化二法関係）

Ａ．昨年６月４日に成立した改正トラック法（R7.6.11公布）
第37条及び第37条の2に同様の記載があるため、貨物利用
運送事業者（第一種・第二種）も同様の義務を負います。

本規定は、令和８年４月１日から施行されることとなっております。



改正貨物自動車運送事業法（利用運送事業者の義務）

第三十七条（第一種貨物利用運送事業者に関する特例）

第十二条、第二十三条の四から第二十四条の五まで、並びに第六

十条第一項、第四項、第六項及び第七項の規定は第一種貨物利

用運送事業者について準用する。 ※条文一部抜粋加工

（トラック法各条文の概要）

第１２条 ：運送契約の書面交付義務

第２３条の４ ：運送委託の２次請け規制（真荷主→元請→１次→２次）

第２４条 ：利用運送健全化措置、利用運送依頼時の書面交付義務

第２４条の２ ： 運送利用管理規程の作成

第２４条の３ ： 運送利用管理者の選任等

第２４条の４ ： 運送利用管理者の責任

第２４条の５ ：実運送体制管理簿作成義務

※Ｒ８．４．１施行 101



改正貨物自動車運送事業法（利用運送事業者の義務）

第三十七条の二（第二種貨物利用運送事業者に関する特例）

第十二条、第二十三条の四から第二十四条の五まで、並びに第六

十条第一項、第四項、第六項及び第七項の規定は第二種貨物利

用運送事業者について準用する。 ※条文一部抜粋加工

（トラック法各条文の概要）

第１２条 ：運送契約の書面交付義務

第２３条の４ ：運送委託の２次請け規制（真荷主→元請→１次→２次）

第２４条 ：利用運送健全化措置、利用運送依頼時の書面交付義務

第２４条の２ ： 運送利用管理規程の作成

第２４条の３ ： 運送利用管理者の選任等

第２４条の４ ： 運送利用管理者の責任

第２４条の５ ：実運送体制管理簿作成義務

102※Ｒ８．４．１施行



貨物利用運送健全化措置のイメージ

措置の内容 イメージ

① 利用する運送に要する費
用の概算額を把握した上
で、当該概算額を勘案し
て利用の申込みをすること。

② 荷主が提示する運賃・料
金が①の概算額を下回る
場合、当該荷主に対し、
運賃・料金について交渉を
したい旨を申し出ること。

③ 委託先の一般貨物自動
車運送事業者が再委託を
行う場合に関し、委託先に
対して、例えば「二以上の
段階にわたる委託（再々
委託）の制限」等の条件
を付すこと。

概算額をヒアリング 概算額を勘案し申込み

委託(元請) 受託(下請) 委託(元請) 受託(下請)

荷主

Ａ社 Ｂ社
＝「委託先の一般貨物

自動車運送事業者」

条件を付す

Ｃ社

１段階目の委託
（再委託）

引き受けた運送を他の事業者に再委託する場合、
再々委託は行われないようにしてください。

運賃・料金を交渉「荷主が提示する運賃・料金＜①の概算額」の場合

いくらで運送
できますか？

燃料費高騰のため、100万円
以下だと赤字です。

110万円で申し
込みます。

ありがとうござい
ます。

荷物が通常より多く
なるのですが、いつ
もの90万円でお願い
できますか？

確認します。

いくらで運送
できますか？

ご依頼の荷物量だと、トラック
１台追加する必要があるので、
価格交渉させて下さい。

110万円は必要です。

トラック足りないか

ら1台追加で下請け

にださなくちゃ・・

Ｄ社

２段階目の委託
（再々委託）
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委託(元請) 受託(下請) 荷主 元請



２-2.健全化措置関係
＜運送利用管理規程の作成義務・運送利用管理者の選任義務について＞

○ 前年度の利用運送量（貨物自動車運送事業法に基づくものに限る。）が100万トン※1以上の事業者

に対し、健全化措置に関する運送利用管理規程の作成・運送利用管理者※2の選任及び

国土交通大臣への届出※3を義務付け

【運送利用管理規程の内容】

①健全化措置を実施するための事業の

運営の方針に関する事項

②健全化措置の内容に関する事項

③健全化措置の管理体制に関する事項

④運送利用管理者の選任に関する事項

104

【運送利用管理者の職務】

①健全化措置を実施するための事業の運営の方針

を決定すること。

②健全化措置の実施及びその管理の体制を整備す

ること。

③実運送体制管理簿を作成する場合にあっては、当

該実運送体制管理簿の作成事務を監督すること。

※1 100万トンの判断：毎年提出している事業実績報告書の「輸送トン数（利用運送）・ 全国計」の欄で判断。

※2運送利用管理者：事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にある者（役員等）から１人選任。

※3 国土交通大臣への届出：届出期限は、利用運送量が100 万トン以上となった年度の翌年度の７月10 日まで。

⇒ 令和７年度に100万トン以上となった場合は、令和８年４月１日～令和８年７月10日の間に届出をする必要。

貨物利用運送健全化措置のイメージ



書面交付の義務付けについて (R7.6.11公布新トラック法施行後の姿)

物効法の
第一種荷主

貨物自動車
運送事業者

貨物自動車
運送事業者

運送
委託

貨物自動車
利用運送

（トラック法）

＜パターン１：貨物自動車運送事業者のみが運送を受託しているケース＞

物効法の
第一種荷主

貨物自動車
運送事業者

第一・二種
貨物利用運送
事業者

＜パターン２：荷主から運送を受託しているのが貨物利用運送事業者であるケース＞

貨物自動車
利用運送

（トラック法）

①
書面交付

①
書面交付

① ： 第12条の規定に基づく書面交付（真荷主⇔トラック事業者・利用運送事業者）

② ： 第24条の規定に基づく書面交付 (トラック事業者・利用運送事業者 ⇒ トラック事業者・利用運送事業者）

②
書面交付

②
書面交付

運送
委託

②
書面交付

利用運送
（利用運送法）

貨物自動車
運送事業者

真荷主

真荷主

元  請

元  請

R7.6.11公布の改正トラック法により、
貨物利用運送事業者にも義務がかかるよう
になる。(令和８年４月１日から施行)

R7.6.11公布の改正トラック法により、２次請まで
とする努力義務がかかるようになる。
(令和８年４月１日から施行)

１次請 ２次請

１次請

※赤字・赤枠が変更点
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実運送体制管理簿の作成主体について(R7.6.11公布新トラック法施行後の姿)
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○ 元請事業者に対し、以下の事項について記載した実運送体制管理簿の作成を義務付け

※ 作成の対象となる貨物の重量は1.5トン※1以上

※ 元請事業者が真荷主から貨物の運送を引き受ける際に、元請事業者から実運送事業者に至るまでの一連の委託
関係が明らかとなっている場合※2、運送ごとの作成は不要（一度作ればよい）

○ 作成した実運送体制管理簿は１年間保存。

○ 各事業者に対し、実運送体制管理簿の作成に必要な情報の通知を義務付け

実運送体制管理簿の作成について（第24条の５関係）

実運送体制管理簿の作成に必要な情報の通知フロー

【実運送体制管理簿
の記載事項】

① 実運送事業者の商号又は
名称

② 実運送事業者が実運送を
行う貨物の内容及び区間

③ 実運送事業者の請負階層

※1 真荷主から運送依頼があった時点で判

断。実運送の時点で何トン運ぶかや、実運

送で混載を行うか等は関係ない。

※２系列化等により下請構造が固定化されて

いる場合（真荷主及び元請事業者がとも

に、実運送事業者とその請負階層について

あらかじめ把握している状態）を想定。 107
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